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『日本点字表記法』の改訂版発行と改訂案に対する意見の募集について

日本点字委員会(日点委)では、この度新たに『日本点字表記法』の改訂版を発行す

ることになりました。ついては、その発行に先立ち、改訂案を公開し、広く意見を募

集します。意見は賛成・反対のいずれも歓迎いたします。より良い表記法のために、

多くの意見をお寄せください。発行までの経緯および公募の要領は下記のとおりです。

１．発行までの経緯

『日本点字表記法 2001年版』発行以降、日点委総会で検討してきた問題や以前か

らの懸案事項、および日点委以外から問題提起されている事柄について、「『日本点

字表記法』のあり方についての委員会」、および「『日本点字表記法』検討委員会」

を通して検討してきました。その結果を受け、第51回総会（2015年）において、「日

本点字表記法」改訂版の編集・発行が承認され、編集委員会が組織されました。さら

に第52回総会（2016年）、第53回総会（2017年）での審議を経て、このたび編集委員

会で作成した原案を公表し、広く意見を募ることにしました。

ただし、今回の改訂案で、内容の変更があるのは、第２章から第５章までで、第１

章については、第２章以降が確定してからとなります。また、「第６章 古文の書き

表し方」「第７章 漢文の書き表し方」については、編集委員会としては、2001年板

の内容をそのまま原案とします。したがって、第６章、第７章については、現行表記

法に対するご意見としてお出しいただくことになります。なお、新しい『表記法』に

おいては、「第２編 参考資料」も修正を検討します。

皆様からのご意見をいただいたのち、編集委員会で最終原案をまとめ、2018年の日

点委総会で最終決定し、新しい『点字表記法』として発行する予定です。

２．意見の公募について

■公開する資料：

「『日本点字表記法』改訂版（案）（第１編 第２～５章）『日本点字表記法』2001

年版（第１編 第６・７章）」



「『日本点字表記法』改訂版（案）における主な変更点」

※主な変更点については、「日点委通信」『日本の点字 42号』にも掲載します。

■公開方法：

日本点字委員会ホームページにおいて、BESデータ及びPDFデータの無償公開

プリントアウト版の有償提供

「改訂版（案）第２～５章、 2001年版 第６・７章」

点字 全３巻 2,200円・ 墨字 700円

「改訂版（案）における主な変更点」

点字 全１巻 250円・ 墨字 150円

※墨字版は送料別途（ゆうメール実費相当額）頂戴いたします。金額は、お申し

込み時にお知らせします。

※点字版は第３巻が第６・７章です。これのみ打ち出さない場合は200円引きし

ます。

■公開期間：

2017年11月1日～2018年２月28日

■意見提出の様式：

①お名前又は団体名

②指摘箇所（できるだけ具体的に章・節・項 もしくはページ数を明記してくださ

い。なお、現行表記法を原案とする第６・７章については、ページ数だけでなく、

章番号を必ず記載してください）

③意見・コメント

④代案（あれば）

※指摘箇所が広範囲にわたる場合には「全般」等とお書きください。

■提出方法：

様式に則っていれば点字、墨字を問いません。

■締め切り：

2018年２月28日

■提出先：

日本点字委員会事務局

〒169-8586東京都新宿区高田馬場 １－23－４ 日本点字図書館内

wadat@nittento.or.jp



第53回総会並びに研究協議会報告

2017年６月３日（土）～４日（日）、日本ライトハウス情報文化センターにおいて

2017年度日本点字委員会研究協議会並びに第53回総会が行われた。委員22名、事務局

員４名、会友６名、オブザーバー等28名、計62名の出席があった。

●委員の交替。

盲教育界代表委員の坂井仁美氏、首藤浩氏の辞任により空席になっていたが、馬場

洋子氏（神戸市立盲学校）、溝上弥生氏（愛知県立名古屋盲学校）が選出された。と

もに2016年９月より。３月に井上智子氏（岡山県立岡山盲学校）が盲学校から異動に

なり空席となったが、安川和子氏（香川県立盲学校）が選出された。盲人社会福祉界

代表委員の小川真美子氏は、３月に名古屋ライトハウス名古屋盲人情報文化センター

を退職されたが、点字出版部会長より、継続して委員をお願いする旨の連絡をいただ

いた。全国盲学校長会からの学識経験委員、清水隆宏氏（横浜市立盲特別支援学校校

長）が退職され、和内正也（わうち・まさや）氏（同）が後任に内定した。

□総会

(1)「日本点字表記法」改訂版編集委員会より、下記の報告が行われた。

①委員が追加された。②前回総会報告以後、３回の編集委員会、４回の作業部会

を開催した。③今後のスケジュール。2017年11月１日頃、「表記法」改訂原案を公

表し、広く意見を募る。2018年２月末日、意見を締め切り、2018年度の総会を経て、

2018年度内に「表記法」の発行を目指す。

(2)会則の一部を変更した。

第11条［総会］。①《委員の３分の２以上（委任状を含む）の出席をもって成立

し》と、総会成立に委任状を含める。②《年度の途中で総会に諮るべき重要案件が

発生したにも関わらず、諸般の事情で総会を開催することが困難な場合に限り…書

面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、総会で決定したものとみ

なす》を追加する。「委任状」に関する規定を細則に加えるにあたり、細則を整理

した。

（3）点字科学記号専門委員会の解散と新専門委員会の設置を承認した。

内容：①「点字科学記号専門委員会」は一定の役割を終えたものと判断し、委員

会を解散する。②「数学・理科・情報処理用点字記号専門委員会」（仮称）を設置

し、「情報・数学」および「理科」の二つの部会を置く。

(4)日点委販売墨字図書の電子書籍版発行について承認した。



使用者にとっての活用のしやすさ、事務局にとっての事務負担軽減を目的として、

日本点字委員会発行墨字図書の電子書籍版発行を試行的に実施する。

□研究協議

（１）「表記法編集委員会中間報告２」について

第２章～第５章について、各章の主な変更点、および各章(案)に基づいて、報告

と意見交換が行われた。第２章については、およその数の書き方、特殊音の使用な

どについて意見があった。第３章については、表記に一定の幅が存在することを考

慮することが明記されていないのでは、漢語・和語の区別なく切れ続きを扱う、と

いう考えはないのか、などの意見があった。第４章については、スラッシュ、中点、

カッコの用法、年月日の書き方などについて意見があった。第５章については、見

出しの書き方、見出しに使う数字の書き方、点訳挿入符の使い方、手紙における宛

名の書き方などについて意見があった。

（２）渡辺昭一委員より「日本語文中におけるアルファベットの書き表し方について

の提案（近畿点字研究会）」に基づいて提案が行われた。

提案：①13．アルファベットで書き表された語句や文 外国語の語句や文を日本

語文中に書く場合には、原則として、アルファベットの前後ろを外国語引用符で

囲んで書き表す。（以下は修正なし）。②13.の【注意３】は削除する。

（３）木塚泰弘委員より、「第３章 提案（木塚泰弘）」に基づいて提案が行われた。

学校文法が数十年も続けられた現在としては、橋本進吉博士の「文節」概念を文

の単位として位置づけ、その理論の裏付けの下に、「分かち書き」などを考えるの

が順当である。しかし点字読者にわかりやすい体系と表現を行うことが必要である。

(４)福井哲也委員より「レポート 教科書点訳とＵＥＢ」に基づいて発表が行われた。

日本において英語の教科書等にＵＥＢが導入されて以来、仕事の中や他施設の職

員･点訳ボランティアとの交流を通して気づいたことなどが報告された。

日本点字委員会事務局

〒169-8586 東京都新宿区高田馬場１丁目23番４号 日本点字図書館内

電話 03(3209)0671 FAX 03(3209)0672 振替口座 00100-1-42820

ホームページ http://www.braille.jp/
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『日本点字表記法』改訂版（案）における主な変更点

本稿は、現行『日本点字表記法 2001年版』２章～５章と、『日本点字表記法』改

訂版との主な変更点である。

全体について

『日本点字表記法』全体についての見直しを行った。

構成は、第１章…、第１節…、１．…の形を取り、その下にさらに項目を設ける必

要のある場合には、 (1)…、(ｱ)…を用いた。

第１章～第７章の章立ては、現行を踏襲し、一部名称を変更した。内容も必要に応

じて章間の入れ替えを行った。

１．…の各項目のはじめにも、見出しを付けた。その他、各項目の用例に追加・変

更を行った。

第２章 語の書き表し方

【前文】

全体の趣旨を損なわない形で、平易な表現、理解を容易にする表現に改めた。また、

「現代仮名遣い」や「外来語の表記」について、内閣告示であることと、年次を記し

た。

【第１節 基本的な仮名遣い】

１．現行では「１．直音」の次に「２．助詞『を、は、へ』」「３．動詞『いう』」が

続けられているが、提示順を、「１．直音」「２．拗音」「３．撥音」「４．促音」「５．

６．長音」のように、「現代仮名遣い」と同様に、まず音ごとの表記の仕方を挙げ

ることに変更した。

２．「６．ウ列・オ列の長音」の項に、以下の文を追加した。

助動詞の「う」、ウ音便にも長音符を用いる。

３．「７．『オ』を添えるオ列の長音」の項に、以下の文を追加した。

【備考】これらは、歴史的仮名遣いでオ列の仮名に「ほ」または「を」が続くも

のである。
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４．現行では「同音の連呼」「２語の連濁」と別項目であるものを、「10．同音の連

呼や２語の連合による『ヂ』『ヅ』」と一つの項に統合し、「(1)連呼」「(2)連合」

とし、用例を精選した。

【第２節 その他の仮名遣い】

１．前文については、全体の趣旨を損なわない形で部分的に表現を改めた。

２．現行では「外来語などで国語化の程度の高い語」「外来語などで国語化の程度の

それほど高くない語」「外来語などで特に原音に近く書き表す必要のある語」と、

別項目になっているものを、「１．外来語や外国語、または外国の地名や人名の仮

名表記」にまとめ、「外来語の表記」（1991年内閣告示）に準じた項目立てとした。

３．現行では「方言など」の【注意】において説明されている小文字符に関する記述

を、「５．小文字符の用途」として新設し、表現を改めた。

【第３節 数字やアルファベットなどを用いた語の書き表し方】

１．前文の４段落目を次のように変更した。

アルファベットは、文字として書き表す場合には外字符を前置する。これは、

英語などの基本であるアクセント符を付けないラテンアルファベット26文字に限

って行われるものである。語句や文を書き表すときには、外国語引用符でその前

後ろを囲むことが原則となっている。

２．提示順を整理した。

３．「１．ひとまとまりの数」の位取り点に関する【注意】の後段、現行は「一般文

章中でも必要な場合には、６桁まで位取り点を添えて数字で書き表してもよい」と

なっているところの「６桁まで」を削除した。

４．「３．およその数など」の項を新設し、「(1) 数字を重ねるおよその数」（用例:

二、三）、と「（２）「数、何、幾」などで表すおよその数」（用例：数万人）に整

理した。

なお、（２）に次の文を入れた。

およその数を「数千」「何百」「幾十」などと表す場合、「数、何、幾」などの後

ろの位を仮名で書き表すが、十の位は数字を用いてもよい。「数、何、幾」などで

表す位に上の位がある場合には、その位を仮名で書き表し、後ろを一マスあける。

ただし、「数、何、幾」で表す位が一の位の場合は、その上の位を数字で書き表し、
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４桁まではひと続きに書き表す。

５．「４．二つ以上の数字が連なる語」の項を新設し、次の説明を入れた。

二つ以上の数字が連なる語は、数字を重ねて続けて書き表す。用例：七五三。

６．「７．和語で読む数の書き表し方」の【注意】の表現を、次のように変更した。

和語で発音されるものであっても、漢字音の並びに入っているものは数字で書き

表す。用例：三、四日。

７．「９．文字や略称を書き表すアルファベット」の (1)【注意２】に、「複数を表

すｓなど、大文字列の最後の一文字だけが小文字であるときは、あらためて外字符

を前置して書き表してもよい」旨の規則を新設し、「NIEs」を用例として挙げた。

また、現行【注意４】にあるスラッシュに関する記述は、第４章第１節８．に移動

し、規則を拡充した。

【備考】として、「外字符の有効な範囲は、英語などの基本となっているラテン

アルファベット26文字（アクセント符の付いたアルファベットを除く）、大文字符

・二重大文字符、ピリオド、スラッシュである。」旨記した。

８．現行「12．アルファベットで始まる単位」は、第４章第８節２．に移動した。

９．「12．ローマ数字」の項に、【注意】として「簡略にアラビア数字を用いて書き

表してもよい」旨を追加し、「Ⅱ種試験」を「２種試験」、「第Ⅷ章」を「第８章」

と表記する用例を示した。

10．「13．語句や文を書き表すアルファベット」において、「語句や文を書き表すア

ルファベットを日本語文中に書く場合には、原則としてその前後ろを外国語引用符

で囲む。」とし、「【注意２】外国語の語句などを表すアルファベットでも、外字符

を前置して書き表してもよい。」を入れた。

11．「14．ホームページやＥメールのアドレスなど」の内容を簡略化し、（第４章第

７節参照）として、詳しい内容を第４章に移した。
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第３章 語の区切り目の分かち書きと自立語や固有名詞内部の切れ続き

【全体について】

１．「自立可能な成分」は、「独立性の強い意味のまとまり」という表現に変更した。

２．「副次的な意味の成分」は、「独立性の弱い要素」という表現に変更した。

３．「造語要素」という用語は、わかりにくいので、使用を避けた。

４．「意味の理解を損なう」という表現は、他のところであまり見かけることがない

ので、「意味の理解を妨げる」（盲学校中学部教科書編集資料より）に変更した。

５．分かち書き・切れ続きの規則は、「書き表す」の言い切りの表現の他に、「書き

表すことを原則とする」（例外があることを意識した表現）、「書き表してもよい」

（許容を認める表現）の３種類を用い、従来使用されてきた「･･･できる」は用い

なかった。

【前文】

わかりやすい表現に心がけた。

【第１節 文の単位と分かち書き】

１．用例の整理を行った。

(1) 自立語の所には自立語のみの用例とした。（副詞・形容動詞・間投詞などの用

例を追加した）

(2) 「２．助詞」「３．助動詞」の所では、数字・アルファベット・読点などの後

ろに助詞・助動詞が来る用例を追加した。

２．「４．形式名詞」の用例のうち、次のものは表記を変更した。「言わん□こっち

ゃ□ないよ」「もう□ちょっとん□とこじゃ」。

３．「５．補助用言」の用例に「書いて□ない」を追加するとともに、「６．音韻変

化」の(3)【注意】に《「てない」「でない」の「ない」が「いない」の「い」の省

略と考えられる場合には続けて書き表してもよい》規則を残し、用例として「誰も

□住んでない□家」を入れて、両論併記とした。

４．音韻変化と省略形については、「６．音韻変化や省略形」としてまとめて記述し

た。「ぼくんち」など助詞の音韻変化の用例などの新設や差し替えを行った。
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【第２節 自立語内部の切れ続き】

１．前文３段落目の下記部分を削除した。

また、区切ってあるものを読みながらつないでいく方が、続いているものを、ど

こで区切るのかと考えながら読むよりも、意味を正確に読み取ることができる。

２．「１．区切ると意味の理解を妨げる短い複合語や略語」の用例を整理した。

３．「２．接頭語や接尾語など」の規則の中で、「連体詞的な関係」という表現がわ

かりにくいので削除し、用例を追加した。また、現行の２．の【注意２】の語頭の

接頭語などが、マスあけを含む複合名詞全体にかかる場合の切れ続きについては、

複合名詞の切れ続きを扱う改訂版３．の(1)の【注意１】に移動した。

４．「３．複合名詞の構成要素の意味のまとまりと切れ続き」とし、現行「３．２拍

以下の自立可能な意味の成分を含む複合名詞」と「４．長い複合名詞」を一つの項

目とした。(1)は３拍以上、(2)は２拍以下に着目した規則とし、用例等も見直した。

語種や文字数の関係については、(2)の【注意】で取り扱った。

なお、「車椅子」の用例については、議論が分かれているので、続ける用例の他

に、区切って書き表す用例を追加した。

５．「漢字や仮名で書き表された単位の切れ続き」については、５．に位置づけた。

６．「７．サ変動詞など」の用例を整理した。

７．「８．連濁を生じた場合」に、【備考】として「外来語などで、接続部分が音韻

変化しているものは続けて書き表す。［例］ラインナップ アマチュアリズム」を

入れた。

【第３節 固有名詞内部の切れ続き】

１．「２．人名の後ろに敬称・官位などが続く場合」および「５．組織または団体名

・政党名・会社名・建造物名など」においては、(1)で３拍以上の独立性の強い意

味のまとまりで区切るものと、２拍以下の意味のまとまりで続けるものを取り上げ、

(2)で２拍以下であっても独立性が強く区切るものを取り上げた。

２．「４．地名および地名を含む複合名詞など」では、（1)で段階毎に区切って書き

表すことを述べた後に、(2)では一つの地名の段階の内部に、３拍以上の独立性の

強い意味のまとまりが二つ以上あって区切るものと、２拍以下の意味のまとまりで

続けるものを取り上げ、(3)では２拍以下であっても独立性が強く区切るものを取

り上げた。
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第４章 文の構成と表記符号の用法

【前文】

１．２段落目前半の墨字の句読法の歴史に関する記述を第１節前文の２段落目に移動

し、墨字でも句読符を使わない場合があることを追加した。

２．３段落目(1)「語句の区切りでは、･･･目的と必要に応じて読点や中点を用いたり、

または一マスあけや二マスあけで表したりする」の「目的と必要に応じて」を削除

し、読点・中点の使用を標準の扱いとした。

【第１節 文や語句の区切りと句読符の用法】

１．前文の点字の句読法について「1970年代には文末の区切りに句点・疑問符・感嘆

符を、2000年代には読点・中点を用いることが標準となった」とした

２．句点・読点・中点について、使用する場合を標準として扱い、使用しない場合は

【注意】に位置づけた。句読法の記述を整理し、内容を詳しくした。

３．「７．段階の区切りを表すマスあけ」を追加した。

４．第２章第３節で【注意４】として扱われていたスラッシュを、新設の第４章第１

節「８．対等関係・比などを表すスラッシュ」に移動した。（アルファベットと数

字、数字と数字の間でも使用できるようにした。ただし、分数線には用いない）

５．第５章第１節１．(3)で取り上げられていた詩行符類を、句読符に準ずるものと

して新設の第４章第１節「９．詩行の終わりを表す詩行符類」とし、文中に詩を追

い込んで引用するという用法を追加した。

【第２節 語句や文の引用・強調・説明などと囲みの符号の用法】

１．第１カッコと同様、第１カギの優先の原則を追加した。また、第１カギ（第１カ

ッコ）の内側に更にカッコ類（カギ類）や指示符類が用いられた内側であれば、第

１カギ（第１カッコ）を再び使用してもよいこととした。その他一般的なカギ類・

カッコ類の用法を追加した。

２．「点訳者挿入符」は、「点訳」に必要な補足を行なうもので「点訳をする人」の

ためのものではないということから、名称を「点訳挿入符」と改めた。「５．点訳

上の付加説明の点訳挿入符」（４．から移動）の【注意】を「その使用は必要最小

限度にとどめ」から「過剰にならないように気を配り」とした。
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３．棒線の囲み記号としての用法を、第３節６．から第２節「６．補足説明の棒線」

に移動した。

【第３節 語句や文の関係・省略などと関係符号の用法】

１．節のタイトルから「補足説明」の語を削除した。

２．「１．複合語内部の接続を示すつなぎ符類」に、第１つなぎ符優先の原則、およ

びこれまで第３章第３節２．【注意２】で紹介されていた「オオタ～ケ」（太田家）

等、誤解を避けるための用法を追加した。

３．「２．数量などの範囲を示す波線」に、数量などの始めや終わりだけを書き表す

場合は「カラ」「マデ」などの語を用いる原則を追加した。

４．「３．語句や文を対照させる矢印類・棒線」「４．余韻や省略などを示す棒線・

点線」において、矢印類・棒線・点線の増減に関する記述を削除した。棒線・点線

の用法を追加した。

５．「６．注の参照を促す文中注記符」に、隣り合う注記符は続けることを追加した。

【注意】を以下のように改めた。

注記があることをいち早く知らせる必要がある場合等では、文や語の直前に置い

てもよい。

【第４節 特殊文字としての伏せ字とマーク類の用法】

１．節のタイトルから「符号類の」の語を削除した。

２．「１．伏せ字類」において、伏せ字は前の文字に続ける場合にはつなぎ符が必要

だが、後ろへは、仮名に続ける場合にのみつなぎ符を用いることとした。伏せ字の

点字記号を伏せ字以外に用いてはならないことは【注意】とした。

３．「３．パーセント」については、仮名書きされているところには用いないという

【注意】を削除し、アルファベットと誤読される場合には仮名書きに代えるという

【注意】を加えた。

４．「５．ナンバーマーク」の用例に、インターネット上で使われる「ハッシュタグ」

を追加した。

５．「５．ナンバーマーク」「６．アステリスク」に、後ろに仮名を続ける場合には、

間に第１つなぎ符を挿入することを示した。
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６．「７．アットマーク」を新設した。

【第５節 表記符号間のマスあけ規則の優先順位など】

１．点字仮名体系における他の体系の記号の扱いについては、記述内容が大幅に増え

たため、本節から切り離し、第６節から第８節とした。

２．これに伴い、前文の第２段落以降は、内容を整理した上で、該当する節の前文に

移動した。

３．「１．表記符号間のマスあけ規則の優先順位」において、第１順位の(1)に小見

出し符類･詩行符類の前は続ける旨を追加した。

(2)から発音記号符に関することを削除した（発音記号については第１編では記

述しないこととしたため）。

(3)の波線については、「範囲の初めと終わりを表す数や語句との間を続ける」

と、やや詳しくした。

(4)として、「文中注記符は、それが指し示す語句や文との間を続ける」旨を追

加した。

４．「１．表記符号間のマスあけ規則の優先順位」の最後に【注意】として、「文末

の句点･疑問符･感嘆符の後に棒線、矢印類、カッコ類または点訳挿入符の開き符号

が来るときは、文脈により一マスあけも選択できる」旨を追加した。

５．「２．読点が他の符号と誤読されないための処理」において、第１カギ・ふたえ

カギ・第１カッコ・第２カッコ・二重カッコ・点訳挿入符の閉じ符号の前に来る読

点は、現行では「省略することができる」となっているのを、「省略することを原

則とする」に改めた。そして、その例外として、「他の文章からの引用部分の終わ

りに読点があり、それを省略すると文意が十分に伝わらないなどの事情がある場合

には、読点を省略せずにそのまま書いてもよい」旨を追加した。

また、指示符類の閉じ符号の前に読点が来る場合の用例を追加した。

６．「３．囲みの符号が誤読されないための処理｣の(2)において、ふたえカギの内側

に第１カギが続く場合、現行では第１カギを第２カギに置き換える方法のみ示され

ているが、これを「第１カギの代わりに第２カギを用いるなどの工夫をするか、ふ

たえカギの内側を一マスあける」と改めた。

(3)において、第１カギの外側に波線が接する場合、現行では第１カギを第２カ

ギに置き換える方法のみ示されているが、これを「第１カギの代わりに第２カギを
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用いるなどの工夫をする」と改めた。

【第６節 日本語文中の外国語】

１．現行第４章第５節「４．点字仮名体系における外国語」の内容を、英語の教科書

・試験問題等への統一英語点字（UEB）の導入を踏まえて、大幅に書き換えた。

２．「１．日本語文中の外国語」で規則の概要を述べ、「２．一般日本語文章中の英

語」では、原則としてUEBは用いず従前のアメリカ式英語表記（EBAE）に準じた表

記とすること、「３．英語の教科書・試験問題等」では、原則としてUEBで表記す

ることを示した。

【第７節 ホームページやＥメールのアドレスなど】

１．現行第４章第５節「７．点字仮名体系における情報処理用点字記号」の内容を、

ホームページやＥメールのアドレスの書き方にしぼり、コンピュータの画面やプロ

グラムの解説等の書き方には言及しないこととした。

２．現行第２編「Ⅳ．情報処理用点字表記の解説」を見なくてもアドレスの書き方の

基本が理解できるよう、「１．文字と記号類」「２．点字仮名体系との切り替えと

行移し」「３．アドレス中の大文字」「４．アドレス中の数字」「５．アドレス中の

日本語文字」の項に分け、順を追って解説した。

【第８節 点字仮名体系における数学記号･理科記号および点字楽譜】

１．現行第４章第５節「５．点字仮名体系における数学記号」「６．点字仮名体系に

おける理科記号」および「８．点字仮名体系における点字楽譜」の内容に、現行第

２章第３節「12．アルファベットで始まる単位」の内容を加え、再編成した。

２．「１．数学記号」で、【注意】として「一般書において、特に数学的な事柄を論

じていない場合には、数学記号を適宜言葉に置き換えて書き表してもよい」旨を追

加し、「１＋１＝２」を「１□タス□１ワ□２」と書き表す用例を挙げた。

３．「２．単位記号等」の(1)で、【注意】として「体積の単位のリットルの表記は、

小文字のｌと大文字のＬのいずれも認められている（墨字の大文字のＬを、点字で

は小文字のｌと点訳することもできる）」旨を追加した。

４．「２．単位記号等」の最後の【注意】で、単位カッコについては、専門書では用

い一般書では用いないことがいずれも原則であり、例外がありうることを示唆する
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表現とした。

５．現行第２章第３節１２．【注意２】で述べていた「漢字や仮名で書き表された単

位はひと続きに書き表す」という規則は、一般書では一律にひと続きで書くことは

しなくなったので、削除。かわりに第３章第２節「５．漢字や仮名で書き表された

単位」に、ひと続きに書く場合、マスあけする場合について詳述。

６．「３．理科記号」では、ごく基本的な化学式の書き方について述べるにとどめ、

化学反応式に関する記述は削除した。

７．「４．点字楽譜」で、点字楽譜の根拠となる資料として、文部科学省『点字楽譜

の手引』を挙げた。

８．「４．点字楽譜」において、楽譜の初めと終わりの書き表し方については、表記

の実態を踏まえつつ簡略な記述に留めるため、次のようにした。

点字楽譜を文中に行替えせずに挿入する場合は、点字楽譜の前置符号⑥・③を付

け、その前を一マスあける。点字楽譜の終わりは一マスあけまたは二マスあけとす

る。

点字楽譜を行替えして書き表す場合は、⑥・③を前置したり前後を１行あけるな

どして、楽譜の初めと終わりを明確にする。

現行第４章第５節８．の［例１］は、楽譜の終わりを⑤⑥・②③でなく一マスあ

けで表す書き方に変更、［例３］は、より基礎的な記号だけで書き表せる日本古謡

の「さくらさくら」の歌い出しの譜の用例に差し替えた。
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第５章 書き方の形式と点訳のための配慮

【全体的なこと】

１．現行の第４章第６節「文章の構成と行替え・行移し・箇条書きなどの書

き表し方」を第５章第１節に移した。したがって、現行の第５章第１節を

第２節とし、第２節以降も順にずらした。

２．第４章第６節を加えたものの、第５章の見出しはほぼ現行のまま「書き

方の形式と点訳のための配慮」とした。

【前文】

１．第４章第６節を加えたため、「前章までに比べればその規則性は若干弱い。」

としていたものを、「規則性の強い部分と、書き表し方に幅のある部分があ

る。」という表現に替えた。

【第１節 文章の構成と行替え・行移し・箇条書きなどの書き表し方】

１．「１．行替え」の中に、【注意】として箇条書きについて記述した。（現行

では、６．として扱っている。）

２．「２．行移し」の項は、(1)で基本的な考え方を記述し、(2)でマスあけ以

外の箇所で行移しが許容される場合について、(ｱ)～(ｵ)の類型に分けて説

明した。また、用例を全面的に見直した。

３．現行の３．と４．を一つにまとめて「３．見出し」とした。また、「見出

しに使う数字やアルファベットの序列を明らかにする必要がある場合」の

例示をしたあとに、「なお、これらよりさらに１ランク下の見出しを使う必

要がある場合」の書き方を加えた。

４．「４．小見出し」に、「２段階の小見出しがある場合」の優先順位を明ら

かにした。

５．「５．区切り線・枠線」を新設し、その用法を解説した。
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【第２節 文の種類による書き方の形式】

１．現行の前文にある、「特に自由詩で本来の詩の行が点字の１行や２行に収

まらない場合」という表現を、「特に自由詩で本来の詩の１行が点字の１行

に収まらない場合」に修正した。

２．「１．詩」は、自由詩と定型詩による書き方の違いをなくした。また、「書

き出し位置に差があり、さらに２行以上にまたがる詩」の書き方の工夫に

ついて触れ、「老いた船」の用例に３種類の書き方を示した。さらに、現行

では「２．短歌・俳句など」にある「詩行符」の説明を、「１．詩」に移動

した。

３．「３．脚本・対談など」では、［例３］で、情景の説明に用いる段落挿入

符を一マス目から書き始め、２行目以降は３マス目から書く形に修正した。

４．「４．手紙」では、「盲人用」を「点字用郵便」に修正した。

「あて名や日付、および発信人の氏名などを最初に書くのが一般的である。な

お、日付や発信人を最後に書き表しても差し支えない。」の後半を「なお、墨字の

様式に合わせて日付や発信人、およびあて名を最後に書き表してもよい。」とした。

【第３節 表や略記など】

１．前文で、「数値を表す部分は数符の位置を揃えて書くことを優先するが、

内容によって、位をそろえて書いてもよい。」とした。

２．「１．表」では、枠線について触れるとともに、枠線の内側のレイアウト、

表が２ページ以上にわたる場合の留意事項、見開きの表の書き方、表の挿

入位置、などについて詳細に説明を加えた。また、該当する数字がない場

合の用例、位を揃えた用例、数符を省略した用例を加えた。

【第４節 本文以外の割り付け】

１．「２．目次」では、「必要に応じて第１巻に２巻目以降の概略項目を記載

する。」を加えたほか、「目次」と書く位置を「１行目」とだけ示した。ま

た、「見出しとページ数との間の空白」を、②の点や⑤の点などでつなぐと

し、用例も②の点と⑤の点でつないだものを記載した。
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２．現行の「４．ページ」を、「４．ページ付け」とした。

３．現行の「５．欄外見出し」を、「４．ページ付け」の(3)に組み入れ、「欄外見出

し」の用語を用いないで記述した。また、用例の説明に使われていた「欄外見出し」

も削除した。

４．「５．索引」では、索引の掲載場所を複数示したほか、索引項目の順序、

索引の巻・ページ・行を示す数字の書き方を具体的に示した。

【第５節 点訳のための配慮】

１．「点字化のための配慮」を「点訳のための配慮」とした。

２．２章～５章４節までの規則との対応で、特に点訳に当たって留意すべき

事項を取り上げて記載した。

以上
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